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１．外科医 
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～「平成２４年度日本外科学会会員の労働環境に関するアンケート調査」から～ 

【調査について】 
○ 平成24年10月30日から12月10日までの期間に行われた調査で、日本外科
学会及び外科系関連学会の連名で実施された。 

○ 日本外科学会の会員28,000名に対し、電子メールによってアンケート調査
が行われたものであり、8,316件（29.7％）の回答を得ている。 

○ 調査項目は、回答者の属性に関すること、勤務状況（勤務時間、当直・オン
コール、兼業の有無など）についてなど。 

○ 施設の属性や年代別による労働時間や宿直の回数などを明らかにしてい
るが、詳細な調査結果については次ページ以降に記載。 



調査概要 
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１週間あたりの労働時間について① 
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１週間あたりの労働時間について② 
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担当外来・入院患者数について 
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当直、オンコール等について① 
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当直、オンコール等について② 
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当直、オンコール等について③ 
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当直、オンコール等について④ 

10 



当直、オンコール等について⑤ 
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月間休日日数について 
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自身の労働時間についてどのように感じているか① 
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自身の労働時間についてどのように感じているか② 
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外科医労働時間の短縮方法 
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医療クラークについて 
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当直明けの手術参加について① 
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当直明けの手術参加について② 
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現在の勤務状況で最も不満に思う点について① 
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現在の勤務状況で最も不満に思う点について② 
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 現在の勤務状況での不満点を属性別
にみると、全般に、「給与」と「現状に不
満はない」の割合は相反する関係にあ
ることがわかる。例えば、病床規模別で
は病小規模の大きさに比例して「給与」
への不満が多くなる一方で、「現状に不
満はない」は少なくなる。開設主体別や
年代別にみてもほぼ同様傾向が見て取
れる。 



自身が支援を希望するものについて 
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２．産婦人科医 
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～「産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労 
環境に関するアンケート調査報告（２０１６）」から～ 

【調査について】 
○ 平成28年６月24日から８月12日までの期間に行われた調査で、日本産婦
人科医会が実施した。 

○ 日本産婦人科医会施設情報2016 より検索した全国で分娩を取扱う施設の
うち、有床診療所を除く病院1,063 施設に対し、郵送によるアンケート調査を
行ったものであり、739件（69.5％）の回答を得ている。 

○ 調査項目は、勤務時間、当直・オンコール、宅直についてなど。 

○ 施設の属性ごとによる勤務時間、推定在院時間や宿直の回数などを明ら
かにしているが、詳細な調査結果については次ページ以降に記載。 



調査概要 
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○目的 
 少子化が我が国の社会問題になって久しいが、産科医師
不足、分娩施設の減少、母体搬送受入困難など、周産期医
療を取り巻く諸問題は国民生活に不安を招き、少子化対策
においても大きな負の要素になっている。 

 また、働き方改革が政策の重要課題になっており、長時間
労働の防止が医療安全のために急務である。本調査は、産
婦人科勤務医師の待遇改善と女性医師の就労環境に関す
る全国の現状を明らかにし、その経年変化や動向を検討す
ることを目的としている。 
 

○調査期間 
 平成28 年６月24 日～８月12 日。 
 

○対象施設 
 日本産婦人科医会施設情報2016 より検索した全国で分
娩を取扱う施設のうち、有床診療所を除く病院1,063 施設。 
 

○方法 
 各施設における産婦人科責任者に対し、郵送によるアン
ケート調査を実施した。調査は施設概要、勤務医師の待遇、
女性医師の就労環境の設問から構成され、産婦人科責任
者が各勤務医師の現状を総括し回答する形式とした。施設
概要は所在地、施設運営母体、施設機能、年間分娩数、産
婦人科勤務医師数の項目について調査した。施設運営母
体は大学、国立、都道府県立、市町村立、厚生連、済生会、
社保、日赤、私立に分類し検討した。また、施設機能につい
ては総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療
センター、一般医療施設の３種に分類し検討している。 



勤務時間・当直について 
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 当直を除く１週間の勤務時間は平均48.4 時間で、８年前より3.7 時間減少したが、４年前からはほぼ
不変である。大学の53.7 時間を筆頭に、都道府県立など帝王切開率・母体搬送受入数の多い施設
で長時間で、総合周産期母子医療センターは一般医療施設より約７時間長い。 
 １カ月の当直回数は5.7 回と８年前の5.9 回とほぼ同等で、他科と比較では依然トップである。当直
中の合計睡眠時間は4.8 時間で８年間変化はない。総合周産期母子医療センターでは、当直中の合
計睡眠時間は4.0 時間と一般医療施設より１時間短い。 
 当直翌日の勤務緩和導入施設は26.5％に漸増しているが、100％実施は全国で20 施設のみで、半
分以下の実施が71.3％を占めた。 



当直に対する評価について 
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 産科責任者による自施設
の当直回数評価では、「適
正」な施設（平均4.7 回）が
58.2％ある一方、「多すぎ
る」施設（7.2 回）も41.2％
あった。 

 産科責任者による自施設の
睡眠時間評価では、「十分」
（平均5.8 時間）の33.5％に対
し「不十分」な施設（平均4.2 
時間）は66.5％と多かった。 



宅直・セカンドコールについて 
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 宅直（当直医を置かず自宅待機）は全施設の37.3％で漸減、セカンドコール（当直医とは別に緊急時
に備え自宅待機）は70.2％と漸増している。 

 施設によっては当直と宅直のみの日が混在し解析が難しい。しかし、宅直導入施設の出勤回数は
5.8 回と全病院の平均当直回数と同等で、宅直回数は12.3 回で拘束時間が長い。セカンドコールの
出勤回数は2.3 回であったが、待機日数は平均7.3 回と拘束は少なくない。 



当直回数・推定在院時間の推移について 
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 他科との比較でも産婦人科の当直回数
は多く１カ月均5.7 回で、大きな変化はな
い。 

 １カ月の推定在院時間は４年前から
変化はない。１日８時間勤務と１時間
休憩、毎月22 日間勤 
 務、80 時間の残業から計算した１カ
月278 時間の過労死基準を超えたまま
推移している。 



当直医師の翌日勤務緩和体制について 

28 

 当直翌日の勤務緩和導入施設（26.5％）のうち、実施率100％の施設は、実施率を
回答した157施設のうち20 施設（12.7％）で、これはアンケート回答739 施設全体の
2.7％に相当する。 



妊娠中・育児中の勤務緩和について 
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 妊娠中に当直軽減する施設は
48.7％で、大学で83.2％、総合周産
期母子医療センターで79.8％である
が、私立では35.3％、一般医療施設
で34.8％であった。当直軽減時期は
妊娠21.9 週であった。 

 小学生以下の子供を育児中の女
性医師の当直緩和体制は、‘緩和し
て当直’が20.4％、‘当直なし’が
28.8％と微増し合計49.2％であった。
時短勤務は16.1％で漸減傾向で

あった。育児中の分娩担当免除施
設は2.7％のみであった。 

 小学生以下の子供を育児中の女性医
師ごとに勤務緩和の実態を調査したとこ
ろ、‘緩和なく当直’が21.8％いる一方、
‘緩和して当直’の28.5％と‘当直なし’の
42.9％で71.4％を占めた。  



当直免除・分娩免除の理由について 
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 育児中の女性医師の当直が完全免
除となる理由は、本人希望が55.1％
あったが、医局の方針も44.9％あった。 

 育児中の女性医師の分娩が完全免
除となる理由は、本人希望が47.0％
あったが、医局の方針も43.7％あった。 



妊娠・育児中の女性医師以外の医師に対する配慮と対策について 
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 妊娠・育児中の医師以外への配慮の率は24.8％と微増したが、依然低

率である。配慮の内容も主として勤務時間軽減と当直翌日勤務緩和など
長時間勤務に対する配慮であり、次いで給与格差や手当支給があるもの
の、資格取得や昇進に関してはさらに少数である。 



医療クラークについて 

32 

 医療クラークのいる施設は62.4％（専属36.9％、兼任
25.4％）であった。 



改善したい待遇や環境について 
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 今後の課題は、医師数（およびクラーク）の増加と勤務体制の
工夫が多く挙げられ、手当や院内保育所が各10％台、妊娠・育
児中の女性医師待遇改善は8.2％のみで、それ以外の男女医師
への配慮の希望と拮抗している。 



３．小児科医 
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～「病院小児科・医師現状調査（２０１０年）」から～ 

【調査について】 
○ 2010年12月から翌年にかけ、日本小児科学会、小児医療提供体制検討委
員会病院小児科、医師現状調査ワーキンググループが実施した。 

○ 小児科を標榜する全国の病院及び当該施設に従事する小児科医を対象と
し、小児科を標榜する2,752施設の各施設長に対し、調査票を送付し、1,113
施設（40.4％）から回答があった。 

○ 調査項目は回答者の属性に関すること、勤務状況（勤務時間、当直・オン
コールなど）、休日の取得状況、賃金、施設の労務管理についてなど。 

○ 施設の属性や年代別による労働時間などを明らかにしているが、調査結果
については次ページ以降に記載。 



調査概要① 
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病院小児科・医師現状調査の目的・集計方法  
 
(1) 目的 

 日本小児科学会の提唱する「小児医療体制改革の目標と作業計画」を推進し、各地の医療計画の策
定等に関する基礎データを提供し、前回の「病院小児科・医師現状調査」(2004年4 月現在値、2006 年4
月報告)との比較を目的として新たな情報を収集した。 
 
(2) 対象 

 小児科を標榜する全国の病院および、当該施設に勤務する小児科医師を対象とした。全国の病院と
は日本小児科学会・社会保険委員会の「平成20 年の病院調査データ」に記載された小児科を標榜する
2,752 施設である。 
 なお各病院に関する基礎資料として下記の資料の提供を受けた。 
   ・病院番号（社会保険委員会による）        ・都道府県名 
   ・病院名                           ・郵便番号 
   ・住所                           ・電話番号 
   ・市町村名                        ・二次医療圏名 
   ・県番号                          ・二次医療圏番号 
   ・開設分類                        ・施設分類 
 
(3) 方法 
 2010 年12 月に上記2,752 施設の各施設長あてに調査票を発送し、返送のない施設に対して2011 年
2 月に再度調査票を送付した。 
 調査内容（報告書末に調査票を添付） 
 ・2010 年4 月1 日現在の医療体制、勤務する医師の勤務環境について 
 ・2009 年ないしは2009 年度の1 年間の受診患者数および入院患者数等について 



調査概要② 
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【1】回収状況 
調査票発送2,752 施設中1,113 施設から回答があった。（回答率40.4％ ) 
 
(1) 病院機能別回答状況と構成割合(表1) 
 病院機能別の回答率は、大学病院(本院)が77.5％、大学分院が53.5％、公
的小児病院が64.7％、民間小児病院が57.1％、母子病院が35.3％、一般病
院が38.1％、小児福祉病院が47.3％、専門病院が42.2％であった。 
 回答施設の構成割合は、大学病院(本院)が5.6％、大学分院が2.1％、公的
小児病院が1.0％、民間小児病院が0.4％、母子病院が0.5％、一般病院が
80.8％、小児福祉病院が7.8％、専門病院が1.7％であった。 
 なお、診療所に施設変更していた施設が2 施設あり、以後の集計から除外
した。 

(2) 開設者別回答状況(表2、表3) 
 開設者別の回答率は、大学が69.1％、国そ
の他が53.5％、自治体が50.3％、公的が
51.3％、公益が43.7％、民間が24.8％であっ
た。 

 なお、民間病院の回答率が低くなっている理由は、民間病院には小児科休止および閉鎖により調査票を返送せず
に電話等で回答する病院が多数あり、今回の調査では集計に含めなかったことによると思われる。 
 大学の開設者別の回答率は、大学病院では、国立が78.6％、公立が87.5％、私立が70.4％、その他が100％であっ
た。大学分院では60.5％であったが、全て私立大学であった。医学部以外の附属病院での回答率は0％であった。 



病院機能別勤務実態について 
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(20) 超過時間数（当直日直以外の時間外・休日・深夜勤務を 
 した場合の時間数の合計） 

 超過時間数について平日と休日を合わせた平均時間をみる
と、公的小児病院が最も多く63.2 時間で、大学病院が49.7 時
間、一般病院が32.2 時間であった。 
(21) 当直回数 

 平日および休日を合わせた平均回数をみると、大学病院が
3.0 回、大学分院が3.6 回と最も多く、公的小児病院が1.8 回、
民間小児病院が3.3 回、一般病院が2.7 回、小児福祉病院が
3.2 回、専門病院が3.1 回であった。 
(22) 時間外労働時間（超過時間と当直日直時間の合計） 
 平均時間外労働時間は大学病院が101.1 時間と唯一100 時
間を越しており、大学分院が85.7 時間、公的小児病院が94.5 
時間、民間小児病院が65.3 時間、一般病院が80.5 時間、小
児福祉病院が72.9 時間、専門病院が97.5 時間であった。 
(23) 拘束時間（夜間の宅直オンコール時間と休日日勤におけ 
 る宅直オンコール時間の合計） 
 平均拘束時間は大学病院が30.3 時間、大学分院が26.0 時
間、公的小児病院が35.8 時間、民間小児病院が23.6 時間、
一般病院が72.7 時間、小児福祉病院が36.0 時間、専門病院
が91.2 時間であった。母子病院の回答数は11 例と少ないが
148.4 時間と際立って多くなっていた。（ただし、当直回数は1.1 
回と最も少ない） 
(24) 拘束時間と時間外労働時間の合算値 

 拘束時間と時間外労働時間の合算値の平均をみると、大学
病院は135.8 時間、大学分院が107.9 時間、公的小児病院が
132.3 時間、民間小児病院が91.4 時間、一般病院が154.2時
間、小児福祉病院が110.3 時間、専門病院が189.6 時間で
あった。 



年齢別勤務実態について 
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(25) 超過時間数（当直日直以外の時間外・休日・深夜勤務を
した場合の時間数の合計） 

 超過時間数について平日と休日を合わせた平均時間をみる
と、26～29 歳が最も多く50.6時間で、30～34 歳が49.6 時間、
35～39 歳が41.1 時間、40～44 歳が36.0 時間、45～49 歳が
31.2 時間、50～54 歳が26.1 時間、55 歳以上が15.8 時間で
あった。 
(26) 当直回数 
 平日および休日を合わせた平均回数をみると、26～29 歳は
最も多く4.0 回で、30～34 歳が3.3 回、35～ 39 歳が2.9 回、40
～ 44 歳が2.7 回、45～ 49 歳が2.2 回、50～ 54 歳が1.6回、55 
歳以上が1.2 回であった。 
(27) 時間外労働時間（超過時間と当直日直時間の合計） 
 平均時間外労働時間は26～29 歳が最も多く121.3 時間で、
30～34 歳が107.8 時間、35～39 歳が91.7 時間、40～ 44 歳が
83.6 時間、45～49 歳が70.3 時間、50～54 歳が55.2 時間、55 
歳以上が36.8 時間であった。 
(28) 拘束時間（夜間の宅直オンコール時間と休日日勤におけ 
る宅直オンコール時間の合計） 

 平均拘束時間は26～29 歳が47.9 時間で、30～34 歳が51.7 
時間、35～39 歳が58.2 時間、40～ 44 歳が71.7 時間、45～49 
歳が73.3 時間と最も多く、50～54 歳が57.2 時間、55 歳以上
が48.0 時間であった 
(29) 拘束時間と時間外労働時間の合算値 
 拘束時間と時間外労働時間の合算値の平均をみると、26～
29 歳が172.3 時間で最も多く、30～ 34 歳が161.7 時間、35～
39 歳が154.3 時間、40～44 歳が157.8 時間、45～49 歳が
148.0時間、50～54 歳が114.0 時間、55 歳以上が83.4 時間で
あった。 
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(37) 時間外労働時間（超過時間と当直日直時間の合計） 
 平均時間外労働時間の男女格差は26～29 歳が8.5 時間、30～34 歳が26.9 時間、35～39歳が35.9 時間と最も多く、40
～44 歳が25.5 時間、45～49 歳が25.8 時間、50～54 歳が16.9時間、55 歳以上が3.4 時間であった。 
(38) 拘束時間（夜間の宅直オンコール時間と休日日勤の宅直オンコール時間の合計） 
 平均拘束時間の男女格差は26～29 歳が15.0 時間、30～34 歳が11.4 時間、35～39 歳が8.1 時間、40～ 44 歳が15.1 時
間と最も多く、45～49 歳が2.6 時間で、逆に50～54 歳では3.7 時間、55 歳以上では7.7 時間女性が多かった。 
(39) 拘束時間と時間外労働時間の合算値 
 拘束時間と時間外労働時間の合算値の男女格差をみると、26～29 歳では24.0 時間、30～34 歳が40.8 時間、35～ 39 
歳が44.7 時間と最も多く、40～44 歳が40.6 時間、45～49 歳が29.0 時間、50～54 歳が14.0 時間であったが、55 歳以上で
は6.1 時間と女性が逆転していた。 

(35) 超過時間数（当直日直以外の時間

外・休日・深夜勤務をした場合の時間数
の合計） 

 超過時間数について男女格差をみると、
26～29 歳が3.7 時間、30～34 歳が12.8 
時間、35～ 39 歳が14.4 時間と最も多くな
り、40～44 歳が10.7 時間、45～49 歳が
10.3 時間、50～54 歳が4.9 時間であった
が、逆に55 歳以上では0.5 時間女性が多
くなっていた。 
(36) 当直回数 

 平日および休日を合わせた平均回数の
男女格差をみると、26～29 歳は0.1 回で、
30～34歳が0.6 回、35～39 歳が1.2 回と
最も多く、40～44 歳が0.8 回、45～49 歳
が0.9 回、50～54 歳が0.5 回、55 歳以上
が0.4 回であった。 
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(40) 超過時間数（当直日直以外の時間外・休日・深夜勤務をし 
た場合の時間数の合計） 
 超過時間数について開設者別にみると、大学病院が47.0 時間、
一般病院では国その他が48.7 時間と最も多くなり、自治体が
36.4 時間、公的が36.6 時間、公益が32.2 時間、民間が17.9 時
間であった。 
(41) 当直回数 

 平日および休日を合わせた平均回数を開設者別にみると、大
学病院が3.1 回と最も多くなり、一般病院では国その他が2.2 回
と、自治体が3.0 回、公的が2.7 回、公益が2.6 回、民間が1.9 回
であった。 
(42) 時間外労働時間（超過時間と当直日直時間の合計） 
 平均時間外労働時間を開設者別にみると大学病院が99.1 時
間と最も多くなり、一般病院をみると国その他が87.6 時間、自治
体が91.0 時間、公的が84.8 時間、公益が76.1 時間、民間が
51.8 時間であった。 
(43) 拘束時間（夜間の宅直オンコール時間と休日日勤の宅直オ
ンコール時間の合計） 
 平均拘束時間を開設者別にみると、大学病院が29.7 時間、一
般病院では国その他が54.4時間、自治体が66.8 時間、公的が
68.8 時間、公益が65.8 時間、民間が76.4 時間と最も多くなって
いた。 
(44) 拘束時間と時間外労働時間の合算値 

拘束時間と時間外労働時間の合算値を開設者別にみると、大
学病院が132.3 時間、一般病院では国その他が141.4 時間、自
治体が159.3 時間と最も多くなり、公的が155.9 時間、公益が
143.0 時間、民間が130.0 時間であった。 
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(55) 超過時間数（当直日直以外の時間外・休日・深夜勤務をし
た場合の時間数の合計） 
 超過時間数についてみると、病床「なし」が10.0 時間、10 床未
満が20.6 時間、20 床未満が30.3 時間、30 床未満が36.5 時間、
50 床未満が43.0 時間、50 床以上が53.1 時間と最も多くなって
いた。 
(56) 当直回数 

 平日および休日を合わせた平均回数についてみると、病床
「なし」が1.1 回、10 床未満が1.8 回、20 床未満が2.2 回、30 床
未満が3.2 回と最も多くなり、50 床未満が3.1 回、50 床以上が
2.6 回であった。 
(57) 時間外労働時間（超過時間と当直日直時間の合計） 
 平均時間外労働時間についてみると、病床「なし」が30.3 時間、
10 床未満が52.9 時間、20 床未満が70.5 時間、30 床未満が
92.4 時間、50 床未満が99.0 時間と最も多くなり、50床以上が
96.5 時間であった。 
(58) 拘束時間（夜間の宅直オンコール時間と休日日勤の宅直
オンコール時間の合計） 
 平均拘束時間についてみると、病床「なし」が31.9 時間、10 床
未満が147.6 時間と最も多くなり、20 床未満が112.4 時間、30 
床未満が61.1 時間、50 床未満が28.6 時間、50床以上が32.6 
時間であった。 
(59) 拘束時間と時間外労働時間の合算値 

 拘束時間と時間外労働時間の合算値についてみると、病床
「なし」が62.7 時間、10 床未満が202.2 時間と最も多くなり、20 
床未満が183.2 時間、30 床未満が156.5 時間、50床未満が
128.8 時間、50 床以上が132.5 時間であった。 



３６協定の締結状況について 
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(32) 病院機能別の36 協定(時間外・休日労働に関する労使協定)の締結について(表44) 
 週40 時間の法定労働時間を上回る時間外・休日労働をさせる場合、労働基準法第36 条に
基づく労使協定(36 協定)を締結し、労働基準監督署に提出する必要がある。こうした協定の締
結率を病院機能別に示す。母子病院40.0％、大学分院73.7％以外は、36 協定の締結率は
80％を超えていた。 

(33) 大学および一般病院における開設者別の36 協定の締結について(表44-2) 
 大学病院では私立は63.2％、分院が73.7％と低く、国立が94.4％と高い数値であった。一般
病院では民間が75.5％と低く、公的が89.2％と高くなっていた。 
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(42) 病院機能別の1 か月に取得できる休日の日数について(表54、表55、表56) 
 病院機能別に月あたりの実質的な休日取得日数を解析すると、「0 日」が2.9％、
「1～2日」が14.3％、「3～4 日」が23.9％と「4 日以内」が41.1％あった。「5～6 日」
で25.8％、「7～8 日」が22.8％、「9 日以上」が10.4％であった。大学および一般病
院における開設者別の1 か月に取得できる休日の日数については表55 に、一般
病院における地区別の休日の日数は表56 に示す。 



医師の子女に対する週当たりの託児時間について 
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(43) 病院機能別の医師の子女に対する託児を依頼できる時間について(表57) 
医師の子女の対する週当たりの託児時間が「0 時間」の回答割合は全体として56.6％あり、大
学病院が最も低く28.3％であった。一方、「80 時間以上」が全体として12.1％で、大学病院が
25.0％、公的小児病院が27.3％で、一般病院は12.0％であった。 



（参考）各調査の勤務（労働）時間について 

○外科医調査（平成２４年度日本外科学会会員の労働環境に関するアンケート調査） 

○小児科医調査（病院小児科・医師現状調査（２０１０年）） 

○産婦人科医調査（産婦人科勤務医の待遇改善と女性医師の就労環境に関するアンケート調査報告） 

 勤務時間＝当直を除く１週間の平均勤務時間 
 推定在院時間（/月）＝１週間の勤務時間／７日×３０日＋１カ月の当直回数×１６時間 

45 


